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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本農林ヘリコプター株式会社所属ヒラー式ＵＨ‐１２Ｅ型ＪＡ７６６３は、昭和５５年８ 

月６日０５時３０分ごろ、機長のみがとう乗し、山梨県北巨摩郡長坂町字中丸において薬剤散 

布中、山間部に展張された木材運搬用索道（以下「索道」という。）に接触して墜落し、大破 

した。

本事故による火災の発生はなく、機長は死亡した。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５５年８月６日～８日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者死亡



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

事故当日、ＪＡ７６６３は、山梨県北巨摩郡長坂町中丸地区の水田約５０ヘクタールに病害 

虫防除のための７回の薬剤散布を予定していた。

同機は、０４時２０分ごろから同町大八田の秋田小学校グランドの場外離着陸場（夜間けい 

留地、以下「けい留地」という。）において飛行前点検及び地上試運転を実施後、機長と整備 

士１名が乗組み、同町中丸柿平の場外離着陸場（けい留地の西方約３キロメートル、以下「中 

丸ヘリポート」という。）へ移動のため、０４時５９分ごろけい留地を離陸した。

同機は、０５時０２分ごろ中丸ヘリポートに着陸し、整備士が降機したのち、引続いて散布 

予定地域の確認調査飛行を行うため、地区農業協同組合（以下「実施団体」という。）の職員 

１名が同乗して０５時０３分ごろ離陸し、同予定地域の外周を飛行したのち、０５時０９分ご 

ろ同ヘリポートに着陸した。

同機は、同乗者が降機したのち、液剤（２４０リットル）を積込み１回目の散布のため０５ 

時１０分ごろ中丸ヘリポートを離陸し、同ヘリポートの南側の台地の水田（標高約７８０メー 

トル）に散布を行い０５時２２分ごろ同ヘリポートに着陸した。

同機は、２回目の散布のため、液剤（２４０リットル）を積込み０５時２３分ごろ離陸し、 

付図１に示す経路で１回目で未散布の地域へ散布を行ったのち、０５時２９分ごろ左への降下 

旋回を実施し、次の散布予定地である同町小深沢の谷間の水田（標高約７２０メートル）の南 

西端に対地高度（以下「高度」という。）約２５メートルで進入し、引続き北東に向け対気速 

度３０～３５マイル／時で散布を開始した。

同機は、散布開始後、約１００メートルを水平飛行した時点で山間に展張されていた付図１ 

及び２に示す索道に接触し、同架線２本を切断して大きな前傾姿勢となり、索道の１本を機体 

に引っかけたまま約３０メートル前方の空地（休耕地）に墜落した。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　１　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　０　―　０

なし　０　―

頭蓋内出血、全身打撲（即死）

２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

索道架線（直経１０ミリメートルのワイヤロープ）２本切断

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和３１年５月１５日生

事業用操縦士技能証明書　第６６７９号

昭和５２年５月２７日取得

限定事項　回転翼航空機ベル４７型　昭和５２年５月２７日、ヒラー式ＵＨ‐１２型

昭和５４年４月２０日

第１種航空身体検査証明書　第１１６５１８７８号

有効期限　昭和５６年２月２７日

総飛行時間　１，３９４時間１７分

同型式機飛行時間　１５８時間３５分

事故前９０日間の飛行時間　１４２時間２０分

事故前３０日間の飛行時間　５３時間５４分

事故前７日間の飛行時間　１４時間１３分



２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ヒラー式ＵＨ‐１２Ｅ型

製造番号　第５０９９号

製造年月日　昭和５５年１月７日

耐空証明書番号　第東５５‐０９４号

有効期限　昭和５６年５月１１日

総飛行時間　１２７時間０６分

２．６．２　重量及び重心位置

事故発生時の同機の重量は２，６５４ポンド、重心位置は８４．４４インチと推算され、い 

ずれも許容範囲（最大重量３，１００ポンド、重心範囲７９．５～８４．８インチ）内であった。

２．７　気象に関する情報

当日、０５時００分ごろの気象状況は、整備士の口述によれば、天気曇、風静穏、視程５キ 

ロメートル、気温２０度Ｃ、ＱＮＨ２９．８９インチであった。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

機体　機首部及び胴体は著しく損傷し、テールブームは後部の約１メートルが破断分離

メインロータマスト　わん曲

メインロータ　青及び白ブレード損傷

コントロールロータアセンブリ　青及び白ブレード損傷、青側コントロールロータ折損

テールロータ　ブレードは2枚ともわん曲、ドライブシャフト切断

ランデングギヤ　左右とも座屈変形、右前方レグ上部切損

２．９　その他必要な事項

２．９．１　ＪＡ７６６３が接触した索道は、昭和５４年１１月（同年の散布終了後）ごろ木材 

運搬用として架設（架設は同町住民以外の者による）されたものであり、最近は使用され 

ておらず、散布計画図にもその記載がなく、また、現場には危険標識が設置されていなか 

った。

２．９．２　機長は、当該地域の散布は初めてであり、事故発生の前々日、地元関係者との当該 

散布作業に関する打ち合せが行われた際にも、関係者は当該索道の存在を知らず、散布区域



内の高圧送電線及び非散布地域（タバコ畑等）についての説明を行ったのみであった。

当日早朝の確認調査飛行に同乗した案内人も当該索道の存在を知らず、その説明は行わ 

なかった。

２．９．３　機長は、当該散布予定区域の地上からの確認調査を行わなかった。

なお、事故の翌日（１４時００分ごろ）、同機の飛行経路及び高度にほぼ見合った付図 

１に示すⒶ地点から同索道の視認状況について調査した結果、切断されず残存した索道 

（ヒール線）は、その背景の北側山腹の濃緑色にとけ込み視認することができなかった。 

また、同索道の支柱がいずれも森林の樹木であったため、同索道の存在は予測できない状 

況にあった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ７６６３は、調査結果から、事故発生まで機体、エンジン及び操縦系統等に異 

常はなかったものと推定される。

３．１．２　機長は、当該散布飛行の実施にあたり、地元関係者から当該索道に関する情報を得 

ていなかったこと及び同索道が散布計画図にも記載されていなかったことから、同索道の 

存在を知らなかったものと推定され、実施団体の地域環境の確認が十分でなかったものと 

認められる。

３．１．３　同機の飛行経路上にあった黒かっ色の当該索道は、背景となる山腹の濃緑色にとけ

込むと共に同索道に危険標識等の処置がなされていなかったこと及び同索道の支柱が森林 

の樹木であったことから、同機からの視認は極めて困難な状況にあったものと推定される。

３．１．４　当該散布の開始地点から索道までの距離はおよそ１００メートルであり、当時の同

機の飛行速度を３０マイル／時とすれば、同機は、散布の開始から７～８秒後に索道に接 

触したものと推定され、また、この間の同機の飛行姿勢に変化がみられなかったことから、 

機長は、視線が主として水田に向けられている状態で同索道を視認しないままこれに接触 

したものと推定される。

３．１．５　同機は、索道に対しほぼ直角の経路で散布状態のまま同索道に接触し、ヒール線を 

除く本線をメインロータ部に、また、南北２本からなるエンドレス線を機体前底部及びス 

キッドの取付部に引っかけ（付図２参照）、本線及びエンドレス線の北側部分を切断して



急激に速度を失い、エンドレス線の南側部分をスキッドに引っかけたまま大きな前傾姿勢 

で墜落したものと推定される。

４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ７６６３は、有効な耐空証明を有し、事故発生まで不具合はなかったものと推定される。

(3)　事故当時の気象状況は、本事故に直接関連はなかったものと推定される。

(4)　機長は、当該散布飛行の実施にあたり、同索道についての説明を受けておらず、また、当 

該索道は、同機からの視認は極めて困難な状況にあったものと推定される。

(5)　実施団体による事前の地域環境の確認は十分でなかったものと認められる。

(6)　機長は、散布中、索道を視認することなく回避操作を行わないままこれに接触したものと 

推定される。

原因

本事故は、薬剤散布中、機長が作業経路上の索道の存在に気付かないままこれに接触し、墜 

落したことによるものと推定される。

なお、実施団体による事前の地域環境の確認が十分でなかったことが関与したものと認めら 

れる。



ＪＡ７６６３の推定飛行経路図及び現場見取図



付図１



付図２索道架設状況見取図


